
地域懇談会の開催について（案） 

 

16.07.21 

 

１ 考え方 

 
      地域における防犯防火意識の高揚および連携体制の確立を目的として、区内に

17 ある出張所区域単位で、当該地域における住民団体・学校等に参加を呼びか

け、地域における防犯防火に係る情報交換・意見交換等を行う地域懇談会を、順

次開催する。 
 
 
２ 事業概要（案） 

 
 (1) 実施日程    平成16年9・10月～平成17年3月 

 
 (2) おおよその区域割り 

 
   ①練馬区役所     豊玉上・豊玉北・豊玉中・豊玉南・練馬 
   ②桜台出張所     旭丘・小竹町・栄町・羽沢・桜台 
   ③第二出張所     早宮・氷川台・平和台・錦 
   ④第三出張所     中村・中村北・中村南・向山・貫井 
   ⑤第四出張所     春日町・高松 
   ⑥第五出張所     土支田 
   ⑦第六出張所     旭町 
   ⑧第七出張所     田柄 
   ⑨第八出張所     北町 
   ⑩光が丘出張所    光が丘 
   ⑪石神井庁舎     石神井町・石神井台・下石神井・三原台 
   ⑫谷原出張所     富士見台・高野台・南田中・谷原 
   ⑬関出張所      関町北・関町南・関町東・立野町 
   ⑭上石神井出張所   上石神井・上石神井南町 
   ⑮大泉東出張所    東大泉 
   ⑯大泉西出張所    西大泉・南大泉 
   ⑰大泉北出張所    大泉町・大泉学園町 
 
 (3) 参加予定者   当該区域内の下記関係者 

 

             ・区立小中学校長 

             ・町会自治会・商店会・ＰＴＡ代表者 

             ・青少年育成地区委員会委員     など 

 
 (4) 実施場所    原則として各出張所併設の区民館会議室とするが、参加予定人数

に見合う実施場所について検討する。 
 



 
 
 
 
３ 地域懇談会の進め方（案） 

 

  ①開会・参加者紹介 

 

  ②区の安全安心施策の紹介 

      区安全安心担当課より、現在が区が実施している各種安全安心施策について紹

介する。 
 
  ③地域における防犯・防火施策の紹介 

      各地域団体代表者より、当該地域で実施している防犯・防火の取り組み状況に

ついて紹介してもらう。 
 
  ④学校関係者からの現況報告と地域に対する要望 

      学校長・ＰＴＡから子どもの安全確保に関する施策の実施状況についての報告

と、地域に対する要望等について発言してもらう。 
 
  ⑤意見交換 

      各参加者相互により、地域の防犯・防火体制や取り組みについて意見交換を行

う。 
 
  ⑥閉会            
 
 
４ 検討課題 

 
     地域懇談会の開催を受けて、今後さらに細かい区域をひとつの単位として、町会

自治会・商店会・ＰＴＡ等の地域住民組織が集まり、地域の防犯防火について情報

交換・意見交換をしたり、または合同で地域パトロールを実施するなどの防犯防火

の取り組みを実施するなど、地域連携の構築について検討を進める。 
 
 
 


